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はじめに 

 

東京国際空港（羽田空港）は、我が国初の国営民間航空専用飛行場の「逓信省羽田

飛行場」として昭和６年８月に開港し、昭和５３年の新東京国際空港（現成田国際空

港）の開港後は、主に国内線の空港として運用されてきました。 

羽田再拡張事業により、平成２２年１０月にＤ滑走路が整備され、国際定期便の

運航が再開されるとともに、飛行経路の変更や発着容量の大幅な拡大が行われまし

た。さらに、令和２年３月２９日から新飛行ルートの運用が開始され、国際線の増便

体制が整備されました。 

県では、昭和５３年８月に羽田空港に着陸する航空機騒音の影響を強く受ける 

木更津市及び君津市の全域を、生活環境の保全の上で維持することが望ましいとさ

れる環境基準の適用地域に指定しました。 

また、羽田空港周辺での航空機騒音の実態を把握するため、平成１０年度から、 

木更津市、君津市及び浦安市の協力を得て毎年短期測定を実施しておりましたが、

平成１４年１月からは、固定測定局による２４時間連続での常時監視を実施し、  

環境基準達成状況の評価を行っています。 

羽田空港は、平成１４年度からの測定開始以降、全ての地点で環境基準を達成し

ており、令和２年度に新型コロナウイルス感染症対策の影響により航空機需要が 

大幅に減少したものの、令和３年度以降、年間の発着回数は年々増加傾向にあり、 

令和６年度は上限に近づきましたが、環境基準達成率は１００％でした。 

新飛行ルートの運用が本格化されたものの、依然として、羽田空港の発着回数は

増加傾向にあることから、引き続き航空機騒音の常時監視を行い、その調査結果を

幅広い分野に活用していただくことが重要と考えています。 

この報告書は、令和６年度における羽田空港周辺の航空機騒音測定結果や環境基

準の達成状況等を整理したもので、評価指標である「時間帯補正等価騒音レベル

（Lden）」等の経年変化や、測定局ごとの詳細な結果も示したものです。 

本報告書が千葉県の航空機騒音の現状認識を深める上での一助となれば幸いです。 

 

  令和８年３月 

         千葉県環境生活部大気保全課長  熊谷 直行  
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１ 測定目的 

県は、羽田空港周辺地域において、木更津市及び君津市の全域（工業専用地域及び  

木更津飛行場の敷地を除く。）に航空機騒音に係る環境基準の地域類型を指定しており、

航空機騒音の状況と環境基準の達成状況を把握することを目的として、固定測定局に 

よる騒音常時監視を実施している。 

 

２ 測定体制 

県は、木更津市、君津市及び浦安市に固定測定局（５局）を設置している。 

また、木更津市も市内に固定測定局（１局）を設置しており、県の測定結果と併せ   

中央処理システムで一括してデータ処理を行っている。固定測定局の位置及び環境基準

の類型指定地域を図１に、固定測定局一覧を表１に示す。 

 

 
図１ 固定測定局の位置及び環境基準の類型指定地域 

 

表１ 固定測定局一覧 

No. 局名 所在地 設置施設名 測定機関 
環境基準 

地域類型 

主に影響を 

受ける経路 

1 貝渕 木更津市貝渕3-13-34 千葉県君津合同庁舎 千葉県 Ⅰ 

北風時着陸 

2 大久保 木更津市大久保5-7-1 木更津市波岡公民館 千葉県 Ⅰ 

3 畑沢 木更津市畑沢1053-12 木更津市畑沢公民館 木更津市 Ⅰ 

4 外箕輪 君津市外箕輪1041 きみつ愛児園 千葉県 Ⅰ 

5 糠田 君津市糠田55 君津市小糸公民館 千葉県 Ⅰ 

6 高洲 浦安市高洲9-4-1 千葉県立浦安南高等学校 千葉県 
指定 

地域外 

離陸 

南風悪天時着陸 

運行情報局 木更津市中島 アクアライン海ほたるＰＡ 千葉県     

ADS-B装置 市原市岩崎西1-8-8 千葉県環境研究センター 千葉県     
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３ 測定期間 

令和６（２０２４）年４月１日～令和７（２０２５）年３月３１日 

 

４ 測定・評価の概要 

「航空機騒音測定・評価マニュアル（令和２年３月環境省）」に基づいて実施した。 

 

（１）主な使用機器 

・航空機騒音自動測定装置（日本音響エンジニアリング（株）製ＤＬ－１００/ＬＥ） 

・騒音計（（株）小野測器製ＬＡ－４４４０） 

・航空機接近検知識別装置（日本音響エンジニアリング（株）製ＲＤ－９０） 

・航空機最接近検知識別装置（日本音響エンジニアリング（株）製ＲＤ－１００） 

・電波時計 

 

（２）集計及びデータ処理の方法 

各測定局で測定したデータは中央処理システムで自動収集し、運行情報局で収集し

た航空機の識別情報と照合した上で、ＡＤＳ－Ｂ装置で得た航跡データや国土交通省

東京航空局東京空港事務所から提供される運航実績とも照合を行い、航空機騒音を検

出している。 

その後、除外音処理（羽田空港を離着陸する航空機以外の音を除く処理）等の確認

作業を行い、集計した結果を確定データとしている。 

なお、木更津市が設置している畑沢局のデータも県の中央処理システムで併せて 

データ処理を行っている。 

測定局、運航情報局及び中央処理システムの基本構成を図２に示す。 

 

 

図２ 基本構成図 
  

除外音処理等を行い
データの集計を行う

運航情報データ
（便名、機種等）

ADS-B
装置

航
跡

航空機接近
検知識別装置

RD-90

航空機最接近
検知識別装置

RD-100

騒音計
LA-4440

電波時計

マイクロホン
及び全天候スクリーン

RD-100
アンテナ

RD-90
アンテナ

電波時計
アンテナ

航空機騒音
自動測定装置
DL-100/LE

騒音閾値及び継続時間
の条件を満たすものを

航空機騒音として記録する

※1

※2

中央処理
システム

騒音データ等

固定測定局で使用する測定装置
運航情報局
国土交通省
東京航空局

航空機が発するトランスポンダ
応答信号（飛行高度等）を受
信し、電界強度と騒音レベル
の関係等から航空機騒音を識
別する。

※1

航空機が発する飛行高度測定用
電波を受信し、電波強度と騒音レ
ベルの相関等から航空機の最接
近時刻を推定する。

※2
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５ 測定結果及び環境基準達成状況 

各測定局における測定結果を表２に、環境基準達成状況の推移を表３に示す。 

令和６年度の環境基準達成率は１００％で、平成１４年の測定開始以来、全ての地点

で環境基準を達成している。 

また、令和６年度と令和５年度の結果を比較すると、Lden値は１局で変化がなく、５局

で１ｄＢ増加した。 

 

表２ 測定結果一覧（令和６年度） 

 

 

表３ 環境基準達成状況の推移 

 
※ 環境基準指定地域外の１地点（浦安市高洲局）を評価から除いた。 

また、Ｒ３年度は、参考値とした大久保局についても評価から除いた。 

なお、【参考】年間発着回数は、国土交通省東京航空局より入手した。 

  

発生回数

R6
年平均

達成
状況 日最大 R5

年平均

R6と
R5
の差

年平均 年最大 年平均
(回/日)

1 木更津市 貝渕 Ⅰ類型 51 ○ 57.3 51 0 63.6 79.0 151 千葉県

2 木更津市 大久保 Ⅰ類型 50 ○ 55.8 49 1 62.3 79.6 187 千葉県

3 木更津市 畑沢 Ⅰ類型 51 ○ 56.9 50 1 63.9 80.2 155 木更津市

4 君津市 外箕輪 Ⅰ類型 48 ○ 54.3 47 1 61.5 75.9 143 千葉県

5 君津市 糠田 Ⅰ類型 48 ○ 53.8 47 1 61.9 78.9 122 千葉県

6 浦安市 高洲 指定地域外 48 - 55.8 47 1 61.5 83.2 78 千葉県

騒音レベル（dB）

測定機関No. 所在地 測定局名 環境基準
の類型

L den(dB)

総数 環境基準
適用地点数※

環境基準
達成地点数

R6 6 5 5 100 482,573

R5 6 5 5 100 469,960

R4 6 5 5 100 411,029

R3 6 4 4 100 303,488

R2 6 5 5 100 223,699

年度
測定地点数

環境基準
達成率（％）

【参考】
年間発着回数
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第２ 資料編 
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１ 測定結果（固定測定局別） 

 

【各表共通事項】 

 最大値の小計、合計欄は期間内の最大値をそれぞれ示している。 

 時間帯別発生回数の N1 は 0:00～7:00、N2 は 7:00～19:00、N3 は 19:00

～22:00、N4 は 22:00～24:00 までの発生回数である。 

 

（１）貝渕局（木更津市） 

 

 

（２）大久保局（木更津市） 

 

  

N1 N2 N3 N4
パワー
平均 最大 平均 最大

4 30 7,396  67   5,281  1,602 446   63.6 79.0 53.0 56.0 63.7
5 31 3,156  37   2,248  676   195   63.8 75.1 49.1 55.2 60.1
6 30 3,518  32   2,446  787   253   63.5 74.4 49.8 55.8 60.7
7 31 2,031  70   1,020  669   272   62.4 73.0 47.9 53.1 58.6
8 30 1,756  69   1,140  402   145   63.2 75.6 46.7 52.8 58.0
9 30 3,824  88   2,418  999   319   63.1 75.5 50.1 54.8 61.1
10 31 7,235  119 4,904  1,715 497   63.3 76.5 52.8 55.6 63.5
11 30 7,040  103 4,950  1,571 416   63.4 75.2 53.0 55.8 63.4
12 31 4,098  68   2,678  1,063 289   63.8 75.2 51.1 54.6 61.6
1 31 4,956  81   3,278  1,249 348   63.9 77.9 51.9 57.0 62.6
2 28 3,531  56   2,305  929   241   63.5 78.4 50.4 55.6 61.1
3 31 6,245  83   4,044  1,638 480   64.5 78.4 53.2 57.3 64.2

合計 364 54,786 873 36,712 13,300 3,901 
月最大 31 7396 119 5281 1715 497 64.5 79.0 53.2 57.3 64.2
月最小 28 1756 32 1020 402 145 62.4 46.7 58.0
日平均 151 2 101 37 11 63.6 51.2 61.9

月 測定
日数

L den

(dB)
騒音発生回数(回) 騒音レベル

(dB) WECPNL時間帯別発生回数

N1 N2 N3 N4
パワー
平均 最大 平均 最大

4 30 7,385  80   6,358  717   230   62.5 77.8 51.0 54.7 61.4
5 31 4,243  53   3,290  716   184   62.4 77.4 48.4 54.7 59.4
6 30 4,895  38   3,738  881   238   62.1 75.8 48.9 54.3 60.0
7 31 2,821  59   1,822  671   269   61.0 76.0 46.9 52.7 57.7
8 30 2,101  42   1,495  414   150   61.8 71.4 45.7 52.7 56.7
9 30 5,491  81   4,261  861   288   61.5 72.8 49.2 53.9 59.9

10 31 9,184  114 6,705  1,877 488   61.7 74.4 51.8 54.2 62.4
11 30 7,948  83   5,771  1,683 411   62.2 77.8 51.8 54.5 62.4
12 31 5,207  67   3,592  1,255 293   62.3 77.8 49.8 53.6 60.8
1 31 6,229  83   4,415  1,375 356   62.7 79.6 50.9 55.8 61.9
2 28 4,843  63   3,550  987   243   62.3 77.4 49.4 54.5 60.6
3 31 7,843  92   5,618  1,668 465   63.1 78.8 52.2 55.5 63.3

合計 364 68,190 855 50,615 13,105 3,615 
月最大 31 9184 114 6705 1877 488 63.1 79.6 52.2 55.8 63.3
月最小 28 2101 38 1495 414 150 61.0 45.7 56.7
日平均 187 2 139 36 10 62.3 50.0 60.9

WECPNL時間帯別発生回数月 測定
日数

騒音発生回数(回) 騒音レベル
(dB)

L den

(dB)
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（３）畑沢局（木更津市） 

 

 

（４）外箕輪局（君津市） 

 

  

N1 N2 N3 N4
パワー
平均 最大 平均 最大

4 30 7,208  29   5,544  1,302 333   64.5 77.5 52.9 56.3 63.9
5 31 3,426  14   2,671  580   161   64.0 75.5 49.1 56.4 60.1
6 30 4,402  12   3,434  732   224   64.2 77.7 50.2 56.6 61.5
7 31 2,647  30   1,756  626   235   62.5 74.6 47.9 53.7 58.6
8 30 1,795  15   1,332  328   120   63.9 73.5 46.3 53.5 57.8
9 30 5,110  30   4,024  797   259   63.4 77.1 50.2 55.0 61.3

10 31 8,249  57   6,357  1,439 396   64.0 80.2 52.7 55.9 63.9
11 30 6,570  50   5,033  1,167 320   63.5 76.2 52.0 55.6 62.6
12 31 2,761  18   2,044  549   150   63.5 77.6 48.2 55.0 58.8
1 31 4,146  27   3,131  738   250   64.0 75.3 50.2 56.1 61.1
2 28 3,171  5     2,545  482   139   63.8 77.6 48.4 55.3 59.5
3 31 6,838  44   5,070  1,329 395   64.2 75.6 52.6 56.9 63.6

合計 364 56,323 331 42,941 10,069 2,982 
月最大 31 8249 57 6357 1439 396 64.5 80.2 52.9 56.9 63.9
月最小 28 1795 5 1332 328 120 62.5 46.3 57.8
日平均 155 1 118 28 8 63.9 50.5 61.6

月 測定
日数

騒音発生回数(回) 騒音レベル
(dB)

L den

(dB) WECPNL時間帯別発生回数

N1 N2 N3 N4
パワー
平均 最大 平均 最大

4 30 6,745  31   5,313  1,107 294   61.6 72.5 49.8 53.8 60.6
5 31 3,204  19   2,460  576   149   61.7 70.5 46.4 53.6 57.5
6 30 3,975  16   3,069  689   201   61.3 73.1 46.9 52.5 58.1
7 31 2,276  38   1,338  656   244   60.4 69.5 45.1 50.7 56.3
8 30 717     6     350     244   117   62.0 69.3 42.2 49.6 53.6
9 30 3,908  47   3,380  345   136   61.4 70.5 46.3 51.7 57.6

10 31 7,714  76   5,959  1,336 343   61.0 73.6 49.6 52.8 60.5
11 30 6,569  60   4,970  1,224 315   61.3 72.4 49.7 53.1 60.4
12 31 2,768  38   1,924  670   136   61.3 70.7 45.9 51.8 56.8
1 31 4,342  51   3,280  773   238   62.0 75.9 48.3 54.1 59.3
2 28 3,218  17   2,482  592   127   61.5 73.9 46.5 53.7 57.3
3 31 6,476  46   4,655  1,400 375   62.3 72.5 50.2 54.3 61.5

合計 364 51,912 445 39,180 9,612 2,675 
月最大 31 7714 76 5959 1400 375 62.3 75.9 50.2 54.3 61.5
月最小 28 717 6 350 244 117 60.4 42.2 53.6
日平均 143 1 108 26 7 61.5 47.8 58.8

WECPNL時間帯別発生回数月 測定
日数

騒音発生回数(回) 騒音レベル
(dB)

L den

(dB)
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（５）糠田局（君津市） 

 

 

（６）高洲局（浦安市） 

 
  

N1 N2 N3 N4
パワー
平均 最大 平均 最大

4 30 3,354  62   3,131  117   44     62.4 71.8 46.3 51.1 57.2
5 31 1,909  43   1,718  127   21     62.3 75.4 44.0 51.2 54.7
6 30 2,910  28   2,412  418   52     61.5 72.4 45.3 50.7 56.2
7 31 2,044  67   1,276  488   213   60.0 68.7 44.7 49.6 55.7
8 30 1,984  61   1,582  239   102   60.5 69.4 43.7 49.8 54.8
9 30 3,055  68   2,405  412   170   61.3 73.7 46.3 51.7 57.3

10 31 5,955  85   4,117  1,383 370   61.6 77.8 49.4 52.2 60.7
11 30 5,811  82   4,083  1,316 330   61.9 77.5 49.8 52.6 60.9
12 31 3,486  83   2,397  858   148   62.4 75.9 47.8 51.2 59.1
1 31 4,768  83   3,461  977   247   62.3 78.9 49.0 53.8 60.3
2 28 3,452  65   2,537  714   136   62.1 77.2 47.6 52.8 58.9
3 31 5,575  66   3,778  1,326 405   62.6 74.8 50.0 53.0 61.7

合計 364 44,303 793 32,897 8,375 2,238 
月最大 31 5955 85 4117 1383 405 62.6 78.9 50.0 53.8 61.7
月最小 28 1909 28 1276 117 21 60.0 43.7 54.7
日平均 122 2 90 23 6 61.9 47.5 58.8

月 測定
日数

騒音発生回数(回) 騒音レベル
(dB)

L den

(dB) WECPNL時間帯別発生回数

N1 N2 N3 N4
パワー
平均 最大 平均 最大

4 30 2,823  143 1,520  957   203   60.6 70.6 48.3 51.2 57.7
5 31 2,079  190 1,202  556   131   62.5 73.6 47.5 52.9 58.2
6 30 2,230  123 1,335  612   160   60.7 74.7 46.4 50.2 56.5
7 31 1,550  131 842     407   170   61.7 75.0 45.8 49.8 56.3
8 30 2,150  192 1,229  500   229   62.6 72.9 48.3 55.8 59.3
9 30 1,986  185 996     598   207   61.3 71.3 47.4 54.6 57.8

10 31 2,735  156 1,411  926   242   61.2 76.5 48.8 54.5 58.5
11 30 2,737  127 1,492  974   144   61.5 69.8 48.2 50.6 58.2
12 31 2,811  155 1,524  979   153   61.1 68.8 47.9 50.1 58.0
1 31 2,664  125 1,430  938   171   61.1 70.7 47.4 49.9 57.8
2 28 2,096  111 1,134  736   115   60.8 75.8 46.3 49.9 56.9
3 31 2,547  160 1,325  877   185   62.3 83.2 48.8 55.7 59.2

合計 364 28,408 1,798 15,440 9,060 2,110 
月最大 31 2823 192 1524 979 242 62.6 83.2 48.8 55.8 59.3
月最小 28 1550 111 842 407 115 60.6 45.8 56.3
日平均 78 5 42 25 6 61.5 47.7 58.0

WECPNL時間帯別発生回数月 測定
日数

騒音発生回数(回) 騒音レベル
(dB)

L den

(dB)
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２ 令和６年度月間 Lden 

 

 

３ 年間 Lden の経年変化 

 

 

※ 令和３年度の大久保局は、4 か月以上の欠測期間があり、環境省マニュアル

に基づく許容限度を超過するため、年間 Lden は参考値として取扱う。 
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４ 最大騒音レベルの年間値（パワー平均）の経年変化 

 

 

 

５ ＷＥＣＰＮＬの経年変化 
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（使用滑走路の表示） 
北を０°とし、時計廻りの角度の

１桁目を省略した数字で表記する。 
（340°の場合は「３４」） 
平行して２本の滑走路がある場合

は、進行方向の右側の滑走路をＲ
(Right)、左側の滑走路をＬ(Left)と
表記して区別する。 
 
（例） 
北向き(340°方向)に着陸する場

合、Ａ滑走路とＣ滑走路の２本が平
行してあるので、Ａ滑走路(向かって
左）を「３４Ｌ」、Ｃ滑走路（向かっ
て右）を「３４Ｒ」と表示する。 

１ 空港の概要 

（１）名 称  東京国際空港（国管理空港） 

（２）設 置 者  国土交通大臣 

（３）所 在 地  東京都大田区羽田空港一、二、三丁目 

（４）敷地面積  約１，５１５ｈａ 

（５）基本施設 

（ア）滑 走 路  Ａ滑走路（RWY:16R･RWY:34L） 長さ３，０００ｍ × 幅６０ｍ 

                  Ｂ滑走路（RWY:04 ･RWY:22 ） 長さ２，５００ｍ × 幅６０ｍ 

                  Ｃ滑走路（RWY:16L･RWY:34R） 長さ３，３６０ｍ × 幅６０ｍ 

Ｄ滑走路（RWY:05 ･RWY:23 ） 長さ２，５００ｍ × 幅６０ｍ 

（イ）誘 導 路    総延長 約４５.１ｋｍ (幅 ２３ｍ,３０ｍ,３２ｍ及び３４ｍ) 

（ウ）エプロン  総面積 約３０６ｈａ 

 

  概 略 図 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
（参考）Ｂ滑走路（22）及びＤ滑走路(23)への着陸方法について 

○ＩＬＳ（計器着陸装置）進入（表中の標記：22I,23I） 
   滑走路に設置される無線施設から発射される指向性の電波を利用して滑走路に進入

する計器着陸方式。悪天候などにより視程が悪い場合でもこの方式により安全に着陸
することができる。 

○視認進入（表中の標記：22V,23V） 
   計器飛行方式による航空機が、計器進入によらず地上を視認しながら滑走路に着陸す

る方式。 
○ＬＤＡ（ローカライザー型航行支援装置）進入（表中の標記：22Ｌ,23L） 

Ｂ滑走路の RWY22（22L）及びＤ滑走路の RWY23（23L）への千葉市上空からのアプロ
ーチのために設置されたもの。ＩＬＳ（計器着陸装置）の一種で、通常は滑走路の延
長線上に形成される進入コースをくの字型に曲げて設定することができることから、
種々の気象条件への適応や周辺への騒音低減など、幅広い運用が可能になる。 

○ＲＮＡＶ（広域航法）進入（表中の標記：23R） 
    ＧＰＳ（全地球的測位システム）から得られる位置情報を参考にしつつ着陸する方式。 

  

Ｄ滑走路 05 

23 
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（６）運行状況 

（ア）供用時間  ２４時間 

（イ）総離着陸回数（ヘリコプターを除く） 

４８２，５７３回  (令和６年度実績(３６５日間)) 

４６９，９６０回  (令和５年度実績(３６６日間)) 

４１１，０２９回  (令和４年度実績(３６５日間)) 

（ウ）離着陸回数の年度別推移（滑走路別） 

 

・離陸回数（Ｈ２５年度～） 

 
 

・着陸回数（Ｈ２５年度～） 
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（７）使用滑走路別・時間帯別飛行経路のイメージ 

 

（ア）新飛行ルート運用開始前（～令和２年３月２８日） 

 

 

（出典：千葉県総合企画部空港地域共生課ＨＰ） 
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（イ）新飛行ルート運用開始後（令和２年３月２９日～） 

令和２年３月２９日から一部時間（※）で新飛行ルートの運用が開始した。 

     ※ 南風時:１５～１９時のうち３時間程度 

北風時：７時～１１時３０分、１５～１９時のうち３時間程度 

それ以外の時間帯は（ア）に示した従前の飛行ルートの運用。 

 

（出典：千葉県総合企画部空港地域共生課ＨＰ） 

 



- 15 - 

（８）経 緯 

 

年月 事項 

昭和 ６年 ８月 「逓信省羽田飛行場」として設置される 

昭和２７年 ７月 連合軍総司令部から空港施設の大部分が日本に返還され、

「東京国際空港」と改称され、運輸省の所管となる 

昭和３１年 ４月 空港整備法が公布され、第１種空港として指定される 

昭和３３年 ７月 航空管制権の移管により完全返還される 

昭和４８年１２月 「航空機騒音に係る環境基準」告示（環境庁告示第１５４

号） 

昭和５３年 ５月 国際線が新東京国際空港（成田空港）へ移転 

昭和５３年 ８月 「航空機騒音に係る環境基準」の地域類型指定を告示（県

告示第６９５号） 

昭和５８年 ２月 「東京国際空港整備基本計画」が決定される 

昭和５９年 １月 空港の沖合展開事業着手 

昭和６３年 ７月 Ａ滑走路が完全供用開始される 

平成 ３年 ７月 運用時間が６時～２３時に延長される 

平成 ５年 ９月 西側旅客ターミナルビル（ビッグバード）供用開始 

平成 ９年 ３月 Ｃ滑走路が供用開始される 

平成 ９年 ７月 Ｃ滑走路２４時間供用開始 

平成１２年 ３月 Ｂ滑走路が完全供用開始される 

平成１２年 ７月 発着調整基準改訂（６４０回から７５４回／日に増加） 

平成１３年 ２月 国際旅客チャーター便等の運行開始 

平成１３年１２月 「羽田空港の再拡張に関する基本的考え方」を閣議決定し

、新設滑走路をＢ滑走路に平行して設置することを定める 

平成１４年 １月 県が、固定測定局、運行情報局及び中央局からなる航空機

騒音監視システムを整備し、常時監視を開始した 

平成１５年 ７月 空港処理能力の拡大（年間発着回数約１万回増加） 

国内定期便発着回数 ７５４回から７８２回／日に増加 

平成１６年 ５月 浦安方面の住宅地上空の通過を回避し、また、千葉市等の

通過高度を引き上げるなどの騒音軽減策を講じた再拡張

修正案が示される 

平成１６年１０月 

～ １１月 

国土交通省関東地方整備局並びに東京航空局は、環境影響

評価法の規定に基づき、「東京国際空港再拡張事業に係る

環境影響評価方法書」を縦覧 

平成１７年 ３月 ｢東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価方法書｣に

対する知事意見提出 

平成１７年 ３月 ｢東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価方法書｣に

対する知事意見提出 

平成１７年 ８月 

～  ９月 

国土交通省関東地方整備局並びに東京航空局では、環境影

響評価法の規定に基づき、｢東京国際空港再拡張事業に係

る環境影響評価準備書｣を縦覧 

平成１７年 ９月 平成１６年５月に示された再拡張修正案の県・市町の了承

を受けて、今後の国との協議の基本となる枠組みを文書化

した確認書を締結 
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年月 事項 

平成１７年１２月 空港処理能力の拡大（年間発着約１万回増加 ） 

平成１８年 ８月 国土交通省が飛行コース公開システムを運用開始 

平成１８年１２月 千葉県及び東京都が羽田再拡張事業に関する公有水面の

埋立を承認 

平成１９年 ３月 Ｄ滑走路建設工事の本工事着手 

平成１９年 ９月 空港処理能力の拡大（年間発着回数約 ０．７万回増加） 

平成１９年１２月 「航空機騒音に係る環境基準」の改正告示（環境省告示第

１１４号） 

（評価指標をWECPNLからＬdenに変更：平成２５年４月１日

から適用） 

平成２２年 １月 新管制塔運用開始 

平成２２年 ３月 深夜早朝時間帯の飛行ルート及び神奈川・都心北上ルート

の撤回について国土交通省と県・市町が合意したことから

確認書を締結 

平成２２年 ９月 県が、Ｄ滑走路の供用で新たに飛行ルート下となる地域で

騒音の実態調査を実施（平成２８年度まで） 

平成２２年１０月 Ｄ滑走路が供用開始される 

国際定期便が就航 

空港処理能力の拡大（年間発着回数約 ２．８万回増加） 

平成２３年 ３月 空港処理能力の拡大（年間発着回数約 １．９万回増加） 

平成２４年 ８月 南風好天時の南側着陸ルートの高度引き上げ(５０００ft

から７０００ftへ)の試行運用開始 

平成２４年１２月 海ほたる航空灯台の供用開始により、日没後の富津沖海上

ルートの運用改善 

平成２５年 ３月 空港処理能力の拡大（到着回数３５回から３７回／時 年

間発着約２万回増加） 

平成２５年１１月 平成２４年８月に試行運用が開始された南風好天時の南

側着陸ルートの高度引き上げの本運用を開始 

平成２６年 ３月 南風好天時の北側着陸ルートの高度引き上げ(４０００ft

から４５００ftへ)の試行運用開始 

空港処理能力の拡大 

（年間発着回数約３．７万回増加） 

平成２６年１２月 Ｃ滑走路（３，０００ｍ）を海側（南側）に３６０ｍ延伸 

平成２７年 ４月 南風好天時の北側着陸ルートの高度引き上げ(４０００ft

から４５００ftへ)の本格運用開始 

平成３１年 ３月 海ほたる航空灯台の輝度向上により、富津沖海上ルートの

更なる運用改善 

令和２年  ３月 都心上空を通過する新飛行ルートの運用開始 

空港処理能力の拡大（年間発着回数約３．９万回増加） 
 

 

 

 



- 17 - 

２ 関係告示及び通知（航空機騒音に係る環境基準） 

 

（１）航空機騒音に係る環境基準について（告示） 
 

昭和48年12月27日  環境庁告示第154号 

改正   平成 5年10月28日  環境庁告示第 91号 

改正   平成12年12月14日  環境庁告示第 78号 

改正   平成19年12月17日  環境省告示第114号 

 

環境基本法(平成５年法律第 91 号)第 16 条第１項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件

につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機

騒音に係る基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、次のとおりとする。 

 

第１ 環境基準 

１ 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあて

はめる地域は、都道府県知事が指定する。 

地域の類型 基準値 

Ⅰ ５７デシベル以下 

Ⅱ ６２デシベル以下 

（注）Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外

の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 

 

２ １の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。 

(1) 測定は、原則として連続７日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より 10 デシベル

以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル（ＬAE）を計測する。なお、単発

騒音暴露レベルの求め方については、日本工業規格 Ｚ 8731 に従うものとする。 

(2) 測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表

すると認められる地点を選定するものとする。 

(3) 測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点に

おける航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。 

(4) 評価は、算式アにより１日（午前０時から午後 12 時まで）ごとの時間帯補正等価騒

音レベル(Ｌden)を算出し、全測定日のＬden について、算式イによりパワー平均を算出

するものとする。 
 

算式ア 

10log□□ □□□□ □□10□□□,□□□□ +
□

□10□□□,□□□□□□ +
□

□10□□□,□□□□□□□
□

□□ 
（注）i、j 及び k とは、各時間帯で観測標本の i 番目、j 番目及び k 番目をいい、 LAE, di とは、午前 7 時から午後 7時までの時間帯における i 番目のＬAE、 LAE, ejとは、午後 7 時から午後 10時までの時間帯における j 番目のＬAE、 LAE, nkとは、午前 0 時から午前 7時まで及び午後 10 時から午後 12 時までの時間

帯におけるｋ番目のＬAEをいう。 

また、T0 とは、規準化時間（1 秒）をいい、T とは、観測 1日の時間（86400 秒）

をいう。 
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算式イ 

10log□□ □1□  □10□□□□,□□□
□

□ 
（注）N とは、測定日数をいい、Lden,i とは、測定日のうち i 日目の測定日の Lden をい

う。 
 

(5) 測定は、計量法（平成４年法律第 51号）第 71 条の条件に合格した騒音計を用いて

行うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は遅い動特

性（ＳＬＯＷ）を用いることとする。 

 

３ １の環境基準は、１日当たりの離着陸回数が 10 回以下の飛行場であって、警察、消防

及び自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しないものとす

る。 

 

第２ 達成期間等 

１ 環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成

期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達

成期間が５年をこえる地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達

成しつつ、段階的に環境基準が達成されるようにするものとする。 

飛行場の区分 達 成 期 間 改  善  目  標 

新 設 飛 行 場 
直ちに  

既 

設 

飛 

行 
場 

第三種空港及びこれ

に準ずるもの 

第二種空港 

（福岡空港を除

く。） 

Ａ ５年以内  

Ｂ 
10年以内 

５年以内に､70デシベル未満とすること又は 

70デシベル以上の地域において屋内で50デシ 

ベル以下とすること。 成田国際空港 

第一種空港（成田国

際空港を除く。) 

及び福岡空港 

10年をこえる期

間内に可及的速

やかに 

１ ５年以内に､70デシベル未満とすること又は 

70デシベル以上の地域において屋内で50デシベル以

下とすること。 

２ 10年以内に､62デシベル未満とすること又は62デ

シベル以上の地域において屋内で47デシベル以下と

すること。 
    備 考 

      １  既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。 

      ２  第二種空港のうち、Ｂとはターボジェット発動機を有する航空機が定期航空運送事業とし

て離着陸するものをいい、ＡとはＢを除くものをいう。 

      ３  達成期間の欄に掲げる期間及び改善目標を達成するための期間は、環境基準が定められた

日から起算する。 

  ２  自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並び

に人家の密集度を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある前項の表の飛行場の区分に準

じて環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとする。 

３  航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、１の達成期間で環境基準を達成

することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に

対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が

保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。 
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（２）航空機騒音に係る環境基準の一部改正について（通知） 
 

平成 19 年 12 月 17 日 環水大大発第 071217004 号 

環境省水・大気環境局長から各都道府県知事あて 

 

航空機騒音に係る環境基準の一部を改正する告示（環境省告示第 114 号）が平成 19 年 12

月 17 日に公布され、平成 25 年４月１日から施行される。 

航空機騒音に係る環境基準（以下「基準」という。）は、昭和 48 年 12 月 27 日付け環境庁

告示第 154 号をもって設定され、騒音の評価指標として WECPNL が採用されてきた。しかし、

近年、騒音測定機器が技術的に進歩し、また、国際的にも騒音の評価には等価騒音レベルを

基本とした評価指標が採用されている。今回の基準の改正は、このような動向を踏まえ、平

成 19 年６月 27 日付けの中央環境審議会答申「航空機騒音に係る環境基準の改正について」

（中環審第 409 号）を踏まえ、騒音の評価指標を WECPNL から時間帯補正等価騒音レベル   

（Ｌden）に改正するものである。 

このような改正の趣旨にかんがみ、下記の事項に留意の上、環境基準の地域類型をあては

める地域の指定（以下、「地域指定」という。）及びその運用に遺漏なきを期されるととも

に、各関係機関と連携を図りつつ、本基準の維持、達成のための施策の実施に関し、格段の

御努力をいただきたく通知する。 

なお、「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和 49 年７月２日環大特第 42 号環境庁

大気保全局長から各都道府県知事あて通知）及び「小規模飛行場環境保全暫定指針」(平成２

年９月 13 日環大企第 342 号環境庁大気保全局長から各都道府県知事及び政令指定都市市長

あて）は、平成 25 年３月 31 日をもって廃止する。 

おって、関係省に対し、別添の文書を送付したので念のため申し添える。 

記 

第１ 改正の概要 

１ 評価指標について 

評価指標の改正に当たっては、騒音測定機器の技術的な進歩、Ｌden等の等価騒音レベ

ルを基本とした指標が国際的に採用されている状況等を総合的に勘案し、新たな評価指

標を WECPNL からＬdenに改正した。 

なお、Ｌdenについては、算式アにより１日ごとのＬdenを算出し、全測定日のＬdenにつ

いて、算式イによりパワー平均を算出するものとする。ただし、ＬAE（単発騒音暴露レベ

ル）の求め方については、日本工業規格 Ｚ 8731 によるものとする。 

 

算式ア 

10log□□ □□□□ □□10□□□,□□□□ +
□

□10□□□,□□□□□□ +
□

□10□□□,□□□□□□□
□

□□ 
（注）i、j 及び k とは、各時間帯で観測標本の i 番目、j 番目及び k 番目をいい、 LAE, di とは、午前 7 時から午後 7時までの時間帯における i 番目のＬAE、 LAE, ejとは、午後 7 時から午後 10時までの時間帯における j 番目のＬAE、 LAE, nkとは、午前 0 時から午前 7時まで及び午後 10 時から午後 12 時までの時間帯

におけるｋ番目のＬAEをいう。 

また、T0 とは、規準化時間（1 秒）をいい、T とは、観測 1 日の時間（86400 秒）

をいう。 

 

算式イ 

10log□□ □1□  □10□□□□,□□□
□

□ 
（注）N とは、測定日数をいい、Lden,i とは、測定日のうち i 日目の測定日の Ldenをいう。 
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２ 基準値について 

基準値の設定に当たっては、まずは、現行基準レベルの早期達成を実現することが肝

要であることから、騒音対策の継続性も考慮し、引き続き現行の基準値に相当するレベ

ルとした。 

３ 小規模飛行場の扱いについて 

今般の改正により、小規模飛行場環境保全暫定指針を統合することとし、これまで基

準の適用除外とされてきた１日当たりの離着陸回数が 10 回以下の飛行場についても、

基準を適用することとする。ただし、警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場については

適用しない。 

ここで、「１日当たりの離着陸回数が 10回以下の飛行場」とは、飛行場及び反復継続

使用される場外離着陸場のうち１日当たりの離着陸回数が 10 回以下のものをいう。ま

た、自衛隊法（昭和 29年法律第 165 号）第２条第１項に規定する自衛隊又は日本国とア

メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（昭和 35 年条約第６号）に基づき日本

国にあるアメリカ合衆国の軍隊（以下「自衛隊等」という。）が使用する飛行場であっ

て、自衛隊等の航空機が１年間に当該飛行場に離着陸した回数（緊急的な離着陸を除く。）

を年間総日数で除した値が 10 以下のものをいう。 

なお、「警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場」とは、警察、消防及び自衛隊等が専

用に使用する飛行場をいい、また、災害派遣、航空救難等の緊急的な運航については、

基準は適用されない。 
 

第２ その他 

１ 地域指定について 

地域指定については、「航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に

係る法定受託事務の処理基準について」（平成 13年１月５日環大企第１号環境庁大気保

全局長から各都道府県知事あて）により記しているところであるが、地域指定を行った

ときは、遅滞なく環境省に報告するとともに、直ちに都道府県の公報に掲載するなどに

より公示し、関係住民等に周知させるよう配慮すること。 

２ 経過措置について 

施行については、新たな評価指標であるＬdenによる測定の準備に要する期間等を考慮

して平成 25 年４月１日としたところである。貴職におかれては、施行までにＬdenによる

測定が実施できる態勢の整備に万全を期されたい。また、施行までにＬdenによる測定が

可能となった場合は、各飛行場におけるＬdenの実態を把握することが重要であることか

ら、現行の評価指標である WECPNL による環境基準値の評価を行うとともに、Ｌdenによる

調査も併せて実施することが望ましい。 

３ 測定について 

Ｌdenによる測定については、航空機騒音監視測定マニュアル（仮称）の策定などを予

定しており、これらについては今後別途通知する。 

４ 達成期間について 

達成期間に示す期間は、これまでと同様に、基準が定められた昭和 48年 12 月 27 日を

起点としている。 
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（３）航空機騒音に係る環境基準の地域類型ごとの地域の指定（千葉県告示） 

 

昭和 53 年 8 月 29 日 千葉県告示第  695 号 

改正 平成 3 年 11 月 29 日 千葉県告示第 1017 号 

改正 平成 8 年 4 月  1 日 千葉県告示第  441 号 

改正 平成 13 年 5 月 11 日 千葉県告示第  592 号 

改正 平成 25 年 2 月 22 日 千葉県告示第   70 号 

改正 平成 30 年 3 月 23 日 千葉県告示第  132 号 

 

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第２項の規定により航空機騒音に係る環境

基準（昭和４８年環境庁告示第１５４号）の地域の類型ごとに指定する地域を次のとおり定

める。 

 

地域指定 

地域の類型 該  当  地  域 

Ⅰ 

別表第１に掲げる区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第

１項第１号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住

居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一

種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同号に規

定する用途地域の定められていない地域のうち別表第２に掲げる工業団地を

除いた地域 

Ⅱ 
別表第１に掲げる区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号の規定により

定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに別表第

２に掲げる工業団地 
 

別表第１ 

飛行場名 区        域 

成田国際空港 
成田市、富里市及び山武市並びに印旛郡栄町、香取郡多古町及び山武郡

横芝光町及び芝山町の全域。ただし、都市計画法第８条第１項第１号の

規定により定められた工業専用地域及び成田国際空港の敷地を除く。 

東京国際空港 

及び 

木更津飛行場 

木更津市及び君津市の全域。 

ただし、都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた工業

専用地域及び木更津飛行場の敷地を除く。 

下総飛行場 
船橋市、柏市、鎌ケ谷市及び白井市のうち別図第１に表示する実線によ

って囲まれた地域。ただし、都市計画法第８条第１項第１号の規定によ

り定められた工業専用地域及び下総飛行場の敷地を除く。 
備考 別図第１は省略し、千葉県環境生活部大気保全課において縦覧に供する。 

 

別表第２ 

名  称 市町村名 区        域 

富里工業団地 富里市 立沢新田、十倉及び高野のうち別図第２で示す部分 

松尾工業団地 山武市 
上横地、松尾町借毛本郷、松尾町下野及び松尾町下之郷

のうち別図第２で示す部分 

芝山工業団地 

（木崎地区） 
山武郡芝山町 小池のうち別図第２で示す部分 

備考 別図第２は省略し、千葉県環境生活部大気保全課において縦覧に供する。 
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（４）航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事

務の処理基準について（通知） 

 
平成 13 年 1 月 5 日 環大企第１号 

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて 

[改定]平成 30 年 2 月 19 日 環水大大発 1802193 号 

 

航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準

が下記のとおり定められたので､通知する｡ 

記 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法律第 87 号）の

制定により、環境基本法（平成５年法律第 91号）第 16条第２項の規定により､環境基本法第

16 条第１項の基準についての同条第２項の規定による地域の指定に関する事務は､その地域

が属する都道府県知事が処理するものとされた｡このうち、同法第 40 条の２及び同条の規定

に基づく｢環境基準に係る地域又は水域の指定の事務に関する政令」(平成５年政令第 371 号）

第２条の規定により、交通に起因して生ずる騒音に係る地域の指定に関する事務は､都道府県

知事が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託

事務として行うこととされた。都道府県知事が事務を行う際には、「航空機騒音に係る環境

基準について」（昭和 48 年 12 月環境庁告示第 154 号）に定めるほか、別添により地域の類

型を当てはめて、その指定を行われたい｡ 

 

別添 

    航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について 

 

１ 環境基準の地域類型を当てはめる地域は、航空機騒音から生活環境を保全する必要が

ある地域とすること。したがって、工業専用地域、原野、海上等は地域類型の当てはめ

を行わないものとすること。 

なお、「航空機騒音」とは、ターボジェット発動機、ターボファン発動機、ターボプ

ロップ発動機、ターボシャフト発動機又はピストン発動機等を主な動力とする航空機の

運航に伴って発生する飛行騒音並びに飛行場内における航空機の運用や機体の整備に

伴って発生する地上騒音をいう。 

２  地域類型の当てはめに際しては、当該地域の土地利用等の状況を勘案して行うこと。こ

の場合において、都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）に基づく用途地域が定められてい

る地域にあっては、原則として、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第

１種中高層住居専用域、第２種中高層住居専用地域及び田園住居地域を類型Ⅰに当てはめ

るものとし、その他を類型Ⅱに当てはめるものとすること。また、用途地域が定められて

いない地域にあっては、現在及び将来の土地利用状況を勘案し、現在市街化している地域

又は将来の市街化が予定されている地域のうち、第１種低層住居専用地域、第２種低層住

居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域及び田園住居地域に

相当する地域を類型Ⅰに当てはめる等用途地域が定められている地域に準じて当てはめを

行うこと。 

３ 地域の指定の見直しは、おおむね５年ごとに土地利用等の状況の変化に応じて行うとと

もに、土地利用計画（土地基本法（平成１年法律第 84 号）第 11 条第１項に規定する土地

利用計画をいう｡以下同じ。）上の大幅な変更があった場合にも速やかに行うこと。 

４ 「航空機騒音に係る環境基準について」第１の３中「１日当たりの離着陸回数が 10 回以

下の飛行場」とは、飛行場及び反復継続使用される場外離着陸場のうち１日当たりの離着

陸回数が 10 回以下のものをいう。また、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第２条第１

項に規定する自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（昭

和 35 年条約第６号）に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊（以下「自衛隊等」とい

う。）が使用する飛行場であって、自衛隊等の航空機が１年間に当該飛行場に離着陸した
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回数（緊急時の離着陸を除く。）を年間総日数で除した値が 10 以下のものをいう。 

なお、同中「警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場」とは、警察、消防及び自衛隊等が

専用に使用する飛行場をいい、また、災害派遣、航空救難等の緊急時の運航については、

環境基準は適用されない。 

５ 「航空機騒音に係る環境基準について」第１の３中「離島にある飛行場」とは、離島振興

法（昭和 28 年法律第 72号）第２条第１項に規定する離島振興対策実施地域が存する離島、

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定する離島、奄美群島振

興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第１条に規定する奄美群島及び小笠原諸島振

興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第２条第１項に規定する小笠原諸島にある飛

行場をいう。 

６ 「航空機騒音に係る環境基準について」第２の１の表の既設飛行場の項中「これに準ず

るもの」とあるのは、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律（平成 20 年法律第 75

号）による改正前の空港整備法(昭和 31 年法律第 80 号)第２条第１項に規定する空港及び

自衛隊等が使用する飛行場を除く飛行場並びに航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 79 条

ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた離着陸の場所であって、反復して使用

されるものをいう。 
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３ 用語の説明 

 

（１）Ｌden（時間帯補正等価騒音レベル） 

個々の航空機騒音のＬAE（単発騒音暴露レベル)に夕方（午後 7時～午後 10 時)のＬAEに

は 5 デシベル、深夜・早朝（午後 10時～午前 7時）のＬAEには 10デシベルを加え、１日

の平均を次式により算出したもの。 

   

（算出式） 

10log□□ □□□□ □□10□□□,□□□□ +
□

□10□□□,□□□□□□ +
□

□10□□□,□□□□□□□
□

□□ 
 

LAE, di：午前 7 時から午後 7 時までの i 番目の LAE 
LAE, ej：午後 7 時から午後 10 時までのｊ番目の LAE 
LAE, nk：午前 0 時から午前 7 時及び午後 10 時から午後 12時までの k 番目の LAE 
T0 ：１秒 

T ：86,400 秒（= 24 時間= １日） 

 

（２）ＬAE（単発騒音暴露レベル） 

   単発的に発生する騒音の全エネルギーと等しいエネルギーを持つ継続時間１秒の定常

音の騒音レベル  

 
 

  

 

ＬAE 
 

ｔ1 ｔ2 
１秒 

騒音レベル 

時間 

測定終了時間 測定開始時間 
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（３）ＷＥＣＰＮＬ（加重等価平均感覚騒音レベル） 

Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level の略。 

航空機騒音測定、評価のために考案されたもので航空機騒音の特異性、継続時間の効

果、昼夜の別等も加味した騒音のうるささの単位で、平成２４年度までの「航空機騒音

に係る環境基準」の評価に使用されてきた。 

環境基準値はⅠ類型の地域が７０以下、Ⅱ類型の地域が７５以下とされ、各類型を当

てはめる地域は都道府県知事が指定していた。 

  （算出式） WECPNL = dB(A)□□□□□□□□+ 10 log□□□ − 27 

         dB(A)□□□□□□□□     ：ピークレベルのパワー平均値 

         N（加重回数）：N2 + 3 N3 + 10(N1 + N4） 

         N1： 0 時から 7 時までの航空機騒音発生回数 

         N2： 7 時から 19 時までの    〃 

         N3：19 時から 22 時までの    〃 

         N4：22 時から 24 時までの    〃 

 

（４）パワー平均 

騒音の大きさ（騒音レベル）は、一般には騒音計の周波数補正回路Ａ特性で測定した

値をいう。（単位は dB） 

騒音の大きさは、物理量である音のエネルギーを対数で圧縮し、取り扱いやすい数値

としていることから、その平均は、それぞれの騒音レベルを一度エネルギー量にもどし

て算術平均したうえで対数圧縮して求める。これをパワー平均という。 

 

  （計算式） 

dB(A)□□□□□□□□ = 10 log□□ □ 1n □10□□□/□□ + 10□□□/□□ + ・・・ + 10□□□/□□□□ 
 

          dB(A)□□□□□□□□         ：騒音レベルのパワー平均値 

          ＬＡ１，ＬＡ２，・・・ＬＡｎ ：１回ごとの騒音レベル 

          ｎ           ：騒音発生回数 
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４ 測定結果等の HP 公開情報 

 

（ア）千葉県 

・航空機騒音測定結果（速報値） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/aircraft/haneda-qe/index.html 
・航空機騒音測定結果報告書（年報） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/toukeidata/aircraft/index.html 
 

（イ）国土交通省航空局 

・飛行コース 

https://www.ntrack.mlit.go.jp/NtrackTop/show 
・騒音測定結果 

https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/post_346.html 
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